
                                

                                

                                

                                

税金の納め忘れはありませんか？ 

 皆さんが納めた税金は、医療費の援助、高齢者や障がいのある人への支援、ごみ処理など環境の保護、

道路や河川の整備、学校教育施設の整備、消防による生活安全の維持など、さまざまな場面で私たちの

暮らしをより良くするため大切に使われています。 

 これからも豊かで安心した生活をするためには、私たち一人ひとりが税金について考えることはもち

ろん、公平に負担していかなければなりません。 

 忙しいとつい忘れてしまいがちですが、税金を納めないとどうなるのか、納めるのが難しいときはど

うしたらいいのかなど、「納税」についてお知らせします。 

■税金を滞納するとどうなるの？ 

税金の納付がない場合、納期限後 20 日以内に督促状を発送します。さらに 10 日経過すると滞納処分

の対象となります。 

■差押えってどんなものがあるの？ 

過去の差押え件数は次のとおりです                                          (単位:件) 

 

 

 

■気をつけていても忘れそうで・・・ 

口座振替が便利です！ 

 「ちゃんと納めるつもりなのに、ついうっかり・・」「日中は忙しくて銀行や郵便局に行く暇がなく

て・・」という人におススメなのが口座振替。預金口座から納期の最終日に自動で引き落としになりま

す。ぜひご利用ください。 

◎手続きに必要なもの 

 通帳、通帳の届出印、納税通知書（納付書） 

◎利用できる金融機関 

 福岡銀行、にじ農業協同組合、西日本シティ銀行、筑邦銀行、筑後信用金庫、ゆうちょ銀行 

◎手続き場所（申込先） 

 金融機関の窓口でお申し込みください。 

※口座振替申込書は市内の金融機関窓口または市役所税務課・徴収対策室・浮羽市民課にあります。 

※手続き完了まで 1 か月程度かかります。 

財産調査・・・金融機関・勤務先などに対して、調査を行います。 

 

 

差押え・・・土地、建物、預貯金、給与、生命保険など

の差押えを行います。 

 

 

公売・換価・・・動産・不動産は公売(売却)により、生

命保険は解約して金銭に換えます。 

 

 

滞納への充当・・・換価により得た金銭を滞納に充てます。 

▲ H29.11.26 に実施した 久留米朝倉地

区・県市町村合同公売会の様子 

年度 預貯金 給与 生命保険 動産 還付金 不動産 その他 計

H26 65 62 12 6 14 0 4 163
H27 67 77 12 4 4 0 43 207
H28 57 71 16 2 23 1 86 256



                                

        

■仕事が忙しくて・・・ 

土日も深夜もＯＫ！コンビニで納付できます！ 

 「納付に行きたいけど、昼間は忙しくて・・」というあなたにピッタリなコンビニ納付。営業時間

内であれば土日や深夜でも納付できますので、ぜひご利用ください。 

※コンビニ納付の納期限が過ぎたものは、コンビニでのお支払いができませんのでご注意ください。 

※コンビニで納付された場合は、納付の確認に 2 週間程度かかります。納税証明書がすぐに必要な場合は、

領収書を税務課窓口まで持ってきてください。 

■滞納しているけど、一括納付ができなくて・・・ 

納付が困難なら、早めに納税相談を！ 

  病気や失業などのやむを得ない事情で納付が難しい場合、借金などで家計が苦しく生活に困っている

場合など、生活状況などをお聞きしたうえで特別な事情があると認められる場合は分割納付を行うこ

とができます。早めに徴収対策室へ相談してください。 

●問合せ 徴収対策室  ℡75-4977 

一日森林セラピー 

心と体を健康にする「森林セラピー」を森林セラピー案内人と体験し、1 日ゆっくり、ゆっくりと歩

いてみませんか。昼食は、うきはのほっこり弁当をご用意します。 

■日時 2 月 25 日（日）  

    ★ＮＥＷコース 小塩の谷を歩こう 

■集合場所 10 時までに小塩ほたるの里広場（小塩小学校近く）に集合 

■参加料 1 人 2,000 円（ガイド料＋昼食代込み） 

■持参品 飲み物、タオル、雨具、帽子、敷物 

■服装 防寒具、履き慣れた運動靴 

■予約方法 

1 週間前までに、うきは市癒しの旅先案内人協会（℡080-2714-6065）に予約をお願いします。 

 ※うきは市観光ホームページ「うきうきうきは」もご覧ください。 

 ※キャンセルは、実施 3 日前の 17 時までに必ずご連絡お願いします。 

  キャンセルが遅くなるとキャンセル料が発生しますのでご了承ください。 

リピーターさんも

ご参加ください 

募集 一般家庭用井戸水の水質検査 

井戸水の水質検査を希望される方はお申し込みください。 

申込時に容器をお渡しします。 

■検査申込み （印鑑が必要です。） 

受付期間 2 月 5 日（月）～9 日（金）9 時～17 時まで 

受付場所 水資源対策室水資源対策係（うきは市役所 2 階） 

     浮羽市民課（うきは市民センター2 階）受付のみ 

■検査項目 飲用適否基本 13項目検査 5,400 円 

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、 

有機物、鉄、硬度、塩化物イオン、ｐH 値、味、臭気、色度、濁度 など 

※ヒ素やマンガンなどの追加もできます。 

■容器の回収 申込みをされた方は 2 月 15 日（木）に井戸水と 

検査料金を持参してください。 

回収場所 うきは市役所 1 階ロビー  

●問合せ 水資源対策室水資源対策係℡75-4986 

お住まいの飲み水は 

大丈夫ですか？ 

定期的な水質検査で 

水質を確認しましょう 
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